
資料１－１

「三重県手話施策推進計画」の取組状況

平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① 手話付きテレビ情報番組の制作・放映
テレビ放送により県が提供する情報番組「県
政チャンネル～輝け！三重人～」（10分番組
／月４回放映）及び同番組の録画配信
（YouTube）において、手話を挿入して配信し
ます。

テレビ放送により県が提供する情報番組「県
政チャンネル～輝け！三重人～」（10分番組
／月４回放映）と同番組の録画配信
（YouTube）において、手話を挿入して放送及
び配信しました。

引き続き、「県政チャンネル～輝け！三重人
～」と同番組の録画配信（YouTube）におい
て、手話を挿入して放送及び配信します。 戦略企画

部
広聴広報
課

② 県庁見学等の来庁時における情報保障の
確保
県庁見学等の来庁時において、手話通訳等に
よる情報保障の確保に努めます。

県庁見学等来庁時の希望者に対し、手話通訳
者を配置し、通訳を行う体制を整えました。

手話通訳者の利用件数 0件

引き続き、県庁見学等来庁時の希望者に対
し、手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を
維持していきます。 戦略企画

部
広聴広報
課

③ 知事定例記者会見における手話通訳の実
施
ろう者の情報保障を推進するため、知事定例
記者会見において手話による通訳を実施しま
す。

知事定例記者会見において、手話通訳を配置
しました。

引き続き、知事定例記者会見に手話通訳を配
置します。

戦略企画
部

広聴広報
課

④ 県のイベント・会議等における情報保障
の確保
県が実施するイベントや会議等において、手
話通訳による情報保障の確保に努めます。

県のイベント・会議等において、手話通訳者
を配置し、通訳を行う体制を整えました。

引き続き、県のイベント・会議等において、
手話通訳者を配置し、通訳を行う体制を維持
していきます。

各部局

⑤ 文化施設における情報保障の推進
県立の文化施設において、筆談や資料提示、
手話研修の受講促進に取り組むとともに、手
話ボランティアの活用を検討するなど、各施
設の特性をふまえて、ろう者に配慮した観覧
環境の提供に努めます。

下記のとおり情報保障の推進を行いました。
・「筆談にて対応可」の案内を掲示（図書
館、総合博物館、美術館、斎宮歴史博物館、
総合文化センター）
・手話研修の受講（文化振興課1名、図書館8
名、美術館11名、欅の会（ボランティアス
タッフ）33名、斎宮歴史博物館3名）
・手話通訳者等の活用

手話通訳
総合文化センター
・生涯学習センター事業2回（4名）
・男女共同参画センター事業3回（4名）

要約筆記
総合文化センター
・男女共同参画センター事業1回（4名）

引き続き、筆談や資料提示、手話研修の受講
促進、手話ボランティアの活用に取り組むと
ともに、ろう者に配慮した観覧環境の提供に
努めます。

環境生活
部

文化振興
課

県の責務 【条例第３条】

① 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備を推進し、手話を使用する上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮を行うものとす
る。
② 県は、ろう者である観光旅客、滞在者及び来訪者が安心して観光地等を訪れることができるよう、観光地等において手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。
③ 県は、ろう者及び手話通訳者その他手話を使用することができる者（以下「手話通訳者等」という。）の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を深めるもの
とする。

基本的施策
１

条例が規定する内容

施策の展開
（１）

県政情報の手話による発信等

情報の取得等におけるバリアフリー化等 【条例第８条】

【第８条第１項】
県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得し、及び県に対
してその意思を表示することができるよう、情報通信技術の進
展その他社会の諸情勢の変化を考慮しつつ、手話による情報の
発信等に努めるものとする。
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（続き） ・その他
図書館…各カウンターに利用者と筆談でき

る電子メモパッド「ブギーボード」を設置、
三重県聴覚障害者支援センター等と連携し、
コミュニケーションボードの作成

総合博物館…展示や講座開催時にミュージ
アムパートナー（連携団体）による要約筆
記、ノートテイク、磁気誘導ループ等を使用
した解説の実施

斎宮歴史博物館…字幕付き映像展示の実施
総合文化センター…来館者への赤外線補聴

援助装置の貸出

⑥ 選挙における情報保障の推進
政見放送及び経歴放送実施規程において手話
通訳の挿入が認められていない参議院選挙区
選出議員選挙について、障がい者団体が実施
するビデオ集会への支援を行います。また、
手話通訳付きの政見放送が認められている知
事選挙について、障がい者団体や政見放送実
施局と連携を図り、円滑に収録・放送ができ
るよう対応します。さらに、参議院選挙区選
出議員選挙への手話通訳付き政見放送の拡充
について、関係団体を通じ、総務省等へ要望
します。

参議院選挙区選出議員選挙及び知事選挙の執
行がなかったため、特段の対応は行っていま
せん。

・平成31年春に実施予定の知事選挙において
は、手話通訳付きの政見放送が可能であるこ
とから、障がい者団体や政見放送実施局と連
携を図り、円滑に収録・放送ができるよう努
めます。
・字幕付きの政見放送や、参議院選挙区選出
議員選挙への手話通訳付き政見放送への拡充
については、関係団体を通じ、総務省等へ要
望を実施していきます。

選挙管理
委員会

⑦ 「わかりやすい情報の提供のためのガイ
ドライン」や「ユニバーサルデザインイベン
トマニュアル」に基づく情報保障の推進
誰もが必要な情報を入手できるよう、県が作
成した「わかりやすい情報の提供のためのガ
イドライン」に沿って手話を含めたわかりや
すい情報発信を進めます。また、県が作成し
た「ユニバーサルデザインイベントマニュア
ル」を活用し、会場の設営や運営について、
手話の利用を含めたユニバーサルデザインに
配慮された、誰もが参加しやすいイベントの
開催を進めます。

県の新規採用者研修や市町の担当者会議、ユ
ニバーサルデザインセミナー等で「わかりや
すい情報の提供のためのガイドライン」や
「ユニバーサルデザインイベントマニュア
ル」について周知や啓発を図り、手話の利用
を含めたわかりやすい情報発信やユニバーサ
ルデザインに配慮されたイベントの開催を進
めました。
また、ユニバーサルデザインセミナーでは手
話通訳を実施して普及啓発を進めました。

県の新規採用者研修やセミナー等で「わかり
やすい情報の提供のためのガイドライン」や
「ユニバーサルデザインイベントマニュア
ル」について周知や啓発を図り、手話の利用
を含めたわかりやすい情報発信やユニバーサ
ルデザインに配慮されたイベントの開催を進
めます。

子ども・
福祉部

地域福祉
課

⑧ 手話付き映像作品の製作・貸出
ろう者の情報入手や情報発信を確保するた
め、三重県聴覚障害者支援センターにおい
て、手話付き映像作品の製作や無料貸出を行
います。

・手話付き映像作品の無料貸出を行いまし
た。

三重県聴覚障害者支援センター105件
三重県立聾学校（出前）330件

・手話付き映像作品を1本製作しました。

・引き続き、手話付き映像作品の無料貸出を
行います。
・手話付き映像作品の製作に取り組みます。
・「手話付き」または「字幕付き」を検索し
やすくするため、作品リストを加工します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課
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① 三重県聴覚障害者支援センターによる支
援の実施
手話通訳者等を派遣するとともに、ろう者か
らの相談に応じるため、三重県聴覚障害者支
援センターを拠点として、ろう者に対する支
援を実施します。

・ろう相談員や難聴を持つ相談員を配置し、
聴覚障がい者からの相談に対応しました。
・難聴・中途失聴者のコミュニケーション訓
練のために、毎月第2木曜日に難聴・中途失聴
者向け手話教室を開催しました。
・盲ろう者からの相談に応じ、指点字サーク
ルの立ち上げに協力し、三重県聴覚障害者支
援センターの研修室を提供しました。

29年度のセンター利用者数：4,334人
（H28：4,263人）

29年度の相談件数：95件（H28：79件）

・引き続き、相談員を配置して、ろう者から
の相談に対応します。
・難聴・中途失聴者向け手話教室を開催しま
す。
・指点字サークルへの支援を行います。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

② ろう者からの相談等に応じる拠点の機能
拡充に向けた検討
ろう者が地域で安心して暮らすことができる
よう、情報提供や相談支援等に応じる拠点機
能の拡充に向けた検討に取り組みます。

盲ろう者等を支援するため、盲ろう者、家
族、県民等を対象とした心のバリアフリー教
室及び交流事業を志摩市と津市で計3回開催し
ました。（計48名参加）

29年度末の相談員数：12名（H28：12名）

・盲ろう者や県民を対象とした心のバリアフ
リー教室及び交流事業を県民や盲ろう者を開
催します。
・相談員登録を呼びかけていきます。
・ろう者の方のニーズをふまえた拠点機能の
拡充に向けて、ＩＴを活用した遠隔相談サー
ビスなど県南部地域等における相談体制につ
いて検討を行います。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

① 福祉避難所の確保促進
災害時等における、ろう者の手話等による情
報・コミュニケーション支援に資するよう、
市町に対して、福祉避難所の指定や福祉避難
所に係る社会福祉施設等との協定締結を働き
かけます。

6月に市町の担当者会議を開催し、福祉避難所
の確保促進に向けての働きかけを行いまし
た。

引き続き、福祉避難所の確保促進に向けた働
きかけに取り組みます。

医療保健
部

医療保健
総務課

② 聴覚障がい者災害支援サポーター制度の
構築
災害発生時における、要援護聴覚障がい者の
安否確認や救援活動を迅速かつ適切に行える
よう、聴覚障がい者団体及び関係機関の協力
を得ながら、手話が可能な聴覚障がい者災害
支援サポーターの登録を推進します。

・3月に聴覚障がい者支援サポーター研修を開
催しました。

29年度末のサポーター登録者数：124人
（H28：115人）

・聴覚障がい者が災害時に支援してほしいこ
とについて伝える啓発用ハンドブック「きこ
えないんです～災害時の支援について～」を
作成しました。
・多気町の防災訓練に聴覚障がい者災害支援
サポーターを派遣し、啓発を行いました。

・聴覚障がい者災害支援サポーター研修を開
催し、登録を推進します。
・市町等に聴覚障がい者支援サポーターを派
遣し、災害時における聴覚障がい者への支援
について、啓発を行います。
・29年度に作成したハンドブックを市町等に
配布します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

③ 災害時における聴覚障がい者の支援に関
する協定の締結促進
三重県聴覚障害者支援センターと市町の間
で、避難行動要支援者名簿の提供等に関する
協定の締結を促進することにより、災害発生
時における聴覚障がい者の手話等による避難
所支援等を行います。

多気町、熊野市、明和町を訪問して、協定に
ついて協議を行った結果、2月に明和町と協定
を締結しました。

協定締結に向けて、未締結市町と協議を進め
ていきます。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

施策の展開
（２）

施策の展開
（３）

災害時等における手話による情報取得等のための措
置

【第８条第３項】
県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により安
全を確保するため必要な情報を速やかに取得し、及び円滑に他
人との意思疎通を図ることができるよう、市町その他の関係機
関との連携等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

手話通訳者等の派遣、ろう者からの相談に応じる拠
点機能の確保・拡充等

【第８条第２項】
県は、ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、
その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図ることができる
ようにするため、手話通訳者等の派遣及びろう者からの相談に
応じる拠点の機能の確保及び拡充等を行うよう努めるものとす
る。
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平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① 手話通訳者等の派遣事業の実施
三重県聴覚障害者支援センターにおいて、市
町や障がい当事者団体等からの派遣要請に応
じて、手話通訳者等を派遣します。

市町や企業、団体等からの要請に基づき手話
通訳者等の派遣を行いました。

29年度派遣時間数  2,281時間
（28年度 2,325時間）

引き続き、市町や企業、団体等からの派遣要
請に応じて、手話通訳者等を派遣します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

② 手話通訳者の人材育成推進
ろう者と聞こえる人との意思疎通を行う手話
通訳者の育成を推進するため、手話通訳者養
成講座を開催するとともに、県南部地域にお
ける手話通訳者養成講座の開催を検討するな
ど手話通訳者養成講座を受けやすい環境の整
備に努めます。

・津会場と四日市会場の2箇所で手話通訳者養
成講座（受講期間2年間）を開催しました。
・津会場（期間28-29年度）では9名が修了
し、四日市会場（期間29-30年度）では7名が
受講中です。

手話通訳者全国統一試験 29年度合格者 3人
（28年度合格者 3人）

・引き続き、津会場と四日市会場の2箇所で手
話通訳者養成講座を開催します。
・県南部地域における環境の整備について、
指導者の人材確保等を含めて検討します。 子ども・

福祉部
障がい福
祉課

③ 手話通訳者全国統一試験対策学習会の実
施
登録手話通訳者の確保を推進するため、手話
通訳者養成講座の修了者を対象に、手話通訳
者全国統一試験の対策学習会を実施します。

対策学習会を計14回実施し、延べ58名が参加
しました。

昨年度の合格者数の結果もふまえて、改善を
図りながら、引き続き、対策学習会を実施し
ます。 子ども・

福祉部
障がい福
祉課

④ 手話通訳者の技術向上及び指導者の人材
育成推進
手話通訳の専門化や多様化に対応するため、
手話通訳者スキルアップ研修を実施します。
また、指導者養成研修会の受講を促進し、手
話通訳者養成講座を担当する指導者の人材育
成を進めます。

・手話通訳者現任研修（「刑事事件の流れ」
「事例検討」「支援と支配」）を3回開催し、
延べ114名が参加しました。
・手話通訳者養成講座を担当する指導者の人
材育成を進めるために、養成担当講師連続講
座の受講を推奨し、7名が受講しました。

（新規修了2名 スキルアップ5名）

引き続き、手話通訳者スキルアップ研修の実
施や養成担当講師連続講座の受講推奨などに
より、人材育成を推進します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

⑤ 手話奉仕員スキルアップ講座のカリキュ
ラム作成に向けた検討等
市町が実施する手話奉仕員養成講座の修了者
について、知識及び技術の向上を図るととも
に、手話通訳者養成への着実なステップアッ
プとなるよう、市町等が実施する手話奉仕員
スキルアップ講座のカリキュラム策定に向け
た検討を進めます。また、手話を学ぶ人が、
手話によるコミュニケーション能力を確認
し、活動の目安として活用できるよう、全国
手話検定試験に関する情報について、市町等
に周知を行います。

・手話奉仕員スキルアップ講座カリキュラム
検討ワーキングを4回開催し、カリキュラムを
策定しました。
・全国手話検定試験について4月に市町へ周知
を行いました。

・策定したカリキュラムを用いた手話奉仕員
スキルアップ講座の実施を県内市町に働きか
けます。
・引き続き、全国手話検定試験に関する情報
について、市町への周知を行います。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

条例が規定する内容

手話通訳を行う人材の育成等 【条例第９条】
基本的施策

２

手話通訳者等及びその指導者の育成、手話通訳者
等の派遣等の体制の整備・拡充

施策の展開
（１）

【第９条】
県は、手話通訳者等及びその指導者の育成に努め、市町その他
手話通訳事業を行う者と連携して、ろう者が手話通訳者等の派
遣等による意思疎通支援を適切に受けることができる体制の整
備及び拡充に努めるものとする。

資料1-4 

4 / 10 ページ



資料１－１

⑥ 手話サークル団体の交流促進等
地域で活動する手話サークル団体の交流促進
や情報交換を図るとともに、手話サークル団
体に係る情報提供を行い、県民が手話を学ぶ
場の充実を図ります。

・手話普及ガイドブックに三重県手話サーク
ル連絡協議会加盟サークル一覧表を掲載し、
市町等に配布しました。
・三重県聴覚障害者支援センターや県のホー
ムページ、三重県手話サークル連絡協議会の
facebook等で周知しました。
・津市内の手話サークル開催にあたり、三重
県聴覚障害者支援センターの研修室を提供し
ました。

引き続き、手話サークル団体の交流促進等を
図ります。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

⑦ ＩＣＴを活用した意思疎通支援のあり方
等についての検討
情報通信技術の進展その他社会の諸情勢の変
化を考慮しつつ、電話リレー サービスや遠
隔手話通訳サービス等のＩＣＴを活用した意
思疎通支援のあり方等について、市町や関係
団体と連携・協力しながら検討します。

全日本ろうあ連盟ウェブサイト「電話リレー
サービス普及啓発推進事業」ページ等及び、
県内に設置された遠隔手話通訳サービスにつ
いて、最新情報を随時把握しながら検討を行
いました。

引き続き、社会の諸情勢の変化等をふまえて
ＩＣＴを活用した意思疎通支援のあり方につ
いて検討します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

⑧ 第21回全国障害者スポーツ大会（三重と
こわか大会）に向けた情報支援ボランティア
の養成
平成33年に三重県で開催する第21回全国障害
者スポーツ大会（三重とこわか大会）の開催
に向けて、手話を用いた情報支援ボランティ
アの計画的な養成に取り組みます。

・大会開催に必要な情報支援ボランティアの
人数や、現在、資格を有している方の人数を
把握するとともに、今後の養成計画を策定し
ました。
・情報支援ボランティア養成講座の講師と
なっていただく指導者の募集を行うととも
に、指導者養成のためのテキスト及びDVDを制
作しました。

・指導者の養成講座を開催するとともに、来
年度に実施を予定している情報支援ボラン
ティアの募集開始に向けて、手話サークル等
への普及啓発を行います。
・情報支援ボランティアの中心的な役割を
担っていただくリーダーの募集に向けた検討
を行います。

国体・全
国障害者
スポーツ
大会局

運営調整
課

平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① 県ホームページ等における手話に関する
情報等の掲載
三重県手話言語条例の施行に伴い、条例の理
解促進及び手話の普及を図るため、県や三重
県聴覚障害者支援センターのホームページに
おいて、条例の概要や手話に関する情報を掲
載するとともに、県民が一人でも多く手話に
触れ、一緒に手を動かして手話を学べるよ
う、県ホームページに簡単な手話動画を掲載
します。

・県や聴覚障害者支援センターのホームペー
ジに手話に関する情報を掲載しました。
・簡単な手話単語の動画を作成し、県や聴覚
障害者支援センターのホームページ掲載する
とともに、DVDを市町、県各庁舎、図書館等に
配付しました。

引き続き、県や三重県聴覚障害者支援セン
ターのホームページにおいて、手話に関する
情報発信に取り組みます。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

② 手話パンフレットや手話ＤＶＤ等による
普及啓発
手話パンフレットや手話ＤＶＤなど、様々な
広報媒体を活用して、手話の普及啓発を進め
ます。特に、次世代を担う子どもたちに興味
を持ってもらうため、イラストや三重県聴覚
障害者協会マスコットキャラクター「できる
カモん」等を活用した、効果的な手話の普及
啓発に取り組みます。

・「できるカモん」等を活用した普及啓発ち
らし、ガイドブック、クリアファイル、ポス
ターを作成し、市町等に配布しました。
・県からの講師派遣、県庁の子ども参観等の
際にも配布し、普及啓発を図りました。

引き続き、「できるかもん」を活用した啓発
資材（ちらし・クリアファイル等）を用い
て、手話の普及啓発に取り組みます。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

【第１０条第１項】
県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力
して、県民が手話を学習する機会の確保等に努めるものとす
る。

手話の普及等 【条例第１０条】
基本的施策

３

条例が規定する内容

施策の展開
（１）

県民が手話を学習する機会の確保等
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③ イベント等を活用した手話の普及啓発
関係団体や市町等と連携し、様々なイベント
等を活用して、条例についての理解促進や手
話の普及推進を図ります。

・県の啓発イベント「こころのバリアフリー
フォーラム」（12月津市）に手話体験ブース
を設置し、三重県聴覚障害者協会等の協力の
もと、普及啓発を行いました。
・ボッチャ国際大会の啓発、松阪市「まちか
どミニ手話教室」等の機会を活用して、理解
促進を図りました。
・東海聴覚障害者大会（2月四日市市）、「み
みの日記念第4回手話フェスティバル」（3月
鈴鹿市）等においても、普及啓発を行いまし
た。

引き続き、様々なイベント等の機会を活用し
て手話の普及推進を図っていきます。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

④ 県民向け手話講座の開催
聞こえる人が手話に関心を持ち、ろう者と簡
単な手話によるコミュニケーションができる
ように、県民向け手話講座を開催します。

主に手話奉仕員養成講座未実施の地域を中心
に県民向け手話講座を計20回実施し、458名が
受講しました。
［木曽岬町、いなべ市、朝日町、川越町、亀
山市、大台町、伊勢市2回、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、尾鷲
市、紀北町、熊野市、御浜町2回、紀宝町］

県民向け手話講座と学生・事業者向け手話講
座を計15回実施します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

① 県職員及び市町職員に対する研修の実施
県及び市町の機関において、基本的な手話に
より、ろう者とコミュニケーションを図るこ
とができるよう、県職員に対する手話研修を
実施するとともに、市町に対する支援とし
て、市町職員向け手話研修を実施します。

・県職員及び市町職員に対する手話研修を本
庁舎、津、桑名、四日市、鈴鹿、松阪、伊
勢、尾鷲、伊賀、熊野の各庁舎で計10回実施
し、124名が受講しました。
・「手話を広める知事の会」が実施する行政
職員対象の手話講習会について、市町へ周知
したところ、1名（愛知会場）の受講申込があ
りました。

県職員及び市町職員に対する手話研修を計5回
実施します。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

② 教職員に対するインターネットを活用し
た研修講座の受講促進
県内の教職員については、インターネットを
活用した研修講座（ネットＤＥ研修）「手話
入門～コミュニケーションをとるために～」
の受講促進に努めます。

・県内関係機関（学校も含む）へ、インター
ネットを活用した研修講座を紹介する際に、
本講座の周知を図りました。
・特別支援学級等を新たに担当することと
なった教職員を対象とした研修（聴覚障がい
児教育分科会）で本講座を紹介するなど、受
講の促進を図り、年間で35名の受講がありま
した。
※初任者研修等において、健康福祉部障がい
福祉課講師による手話に係る講座を実施しま
した。（490名参加）

・4月に県内関係機関（学校も含む）へ、イン
ターネットを活用した研修講座を紹介する際
に、本講座の情報を掲載するなど、改めて周
知を図ります。
・特別支援教育に係る講座（6講座）におい
て、本講座の紹介を行うなど、受講の促進に
努めます。
※8月に初任者研修等において、こども・福祉
部障がい福祉課による手話に係る講座の実施
を予定しています。

教育委員
会

研修・企
画支援課
研修推進
課

施策の展開
（２）

県職員に対する手話研修等の実施

【第１０条第２項】
県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学習する取組を推
進するため、手話に関する研修等を行うものとする。
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① 手話を学ぶ取組の実施
小中学校において、総合的な学習の時間等を
活用し、手話による合唱や演劇、地域の方に
手話を学ぶ取組等を実施することにより、児
童・生徒が手話について理解する機会を確保
するよう働きかけます。

・小中学校では、総合的な学習の時間等を活
用して、社会性や豊かな人間性を育成するた
め、福祉施設や作業所の訪問、障がいのある
人との交流を進めるなど、手話について理
解・体験する機会を含めて、福祉教育に取り
組みました。
・道徳の時間等において、さまざまな障がい
をテーマとした読み物資料や視聴覚教材等に
よる学習を行い、義務教育9年間における発達
段階に応じたより系統的な指導を行いまし
た。

・総合的な学習の時間等を活用して、手話に
ついて理解・体験する機会を含めた福祉教育
に、引き続き取り組んでいきます。
・道徳科等において、発達段階に応じたより
系統的な指導を進めていきます。

教育委員
会

小中学校
教育課

② 手話に関する授業や活動する機会の充実
高等学校において、学校の実態や生徒の特性
等に応じて、学校設定科目として手話に関す
る授業を実施するとともに、ボランティア活
動として手話を使った様々な活動の取組を行
います。

・県立高等学校6校で、学校設定科目として、
手話に関する授業を実施しました。
・三重県高等学校文化連盟のボランティア部
門加盟校の生徒が、ボランティア活動とし
て、手話を使ったさまざまな活動に取り組み
ました。

・引き続き、県立高等学校6校で、学校設定科
目として、手話に関する授業を実施します。
・引き続き、ボランティア部の活動におい
て、生徒が手話に関わる活動を推進していき
ます。

教育委員
会

高校教育
課

③ 手話についての理解啓発の促進
聾学校において、小中学校・高等学校との交
流及び共同学習を進めるとともに、手話の普
及促進に係るリーフレットを作成し、手話に
ついての理解啓発を図ります。

・学校間交流を、幼稚部5回、小学部13回、中
学部3回、高等部4回実施しました。
・リーフレット「手話で話してみませんか」
を作成し、交流学習場面で活用することで、
手話についての理解啓発を進めました。

・引き続き、聾学校において小中学校・高等
学校との交流及び共同学習を計画的、組織的
に進めます。
・交流及び共同学習の場面において、リーフ
レットを活用して、交流相手校の幼児児童生
徒が手話に接する機会を作り、手話について
の理解啓発を図ります。

教育委員
会

特別支援
教育課

④ 人権学習指導資料の活用
手話に関する内容を掲載している人権学習指
導資料（県教育委員会発行）の教材活用を各
学校に働きかけます。

・教職員を対象とした研修で人権学習指導資
料の活用を働きかけるとともに、三重県手話
言語条例の基本理念等について説明しまし
た。
・小学校において、人権学習指導資料を活用
し、手話の必要性について学習する活動がみ
られました。

・人権学習指導資料を活用して、障がい者に
関わる問題を解決するための学習が継続的に
行われるよう、各学校に働きかけます。
・障がい者の人権に関わる問題を解決するた
めの学習が各学校で実施されるよう、人権学
習指導資料の活用を促進します。

教育委員
会

人権教育
課

⑤ 学校出前授業及び子ども手話教室等の開
催
「ユニバーサルデザインのまちづくり学校出
前授業」において、手話を含めた耳の不自由
な人と話す方法等についての授業を実施し、
次世代を担う子どもたちにユニバーサルデザ
インの考え方の浸透を図り、手話を使用しや
すい環境づくりを推進します。また、子ども
手話教室等を開催し、子どもたちが手話を学
ぶ機会の確保を図ります。

・「ユニバーサルデザインのまちづくり学校
出前授業」を29回開催して、耳の不自由な人
と話す方法等を伝え、ユニバーサルデザイン
の考え方の浸透を図り、手話を使用しやすい
環境づくりを進めました。
・御浜町において、子ども手話教室を2回行
い、延べ19名が受講しました。

・「ユニバーサルデザインのまちづくり学校
出前授業」を開催して、耳の不自由な人と話
す方法等を伝え、ユニバーサルデザインの考
え方の浸透を図り、手話を使用しやすい環境
づくりを進めます。
・子ども手話教室を開催します。

子ども・
福祉部

地域福祉
課
障がい福
祉課

施策の展開
（３）

幼児、児童、生徒、学生に対する手話学習の取組促
進

【第１０条第３項】
県は、手話に関する学習が共生社会についての理解の増進に資
することを踏まえ、幼児、児童、生徒及び学生が手話を学習す
る取組を促進するよう努めるものとする。
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資料１－１

平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① ろう児に対する手話教育の環境整備
聾学校に在籍するろう児が、手話により、
様々な学びや体験ができるよう、自立活動の
時間における指導をはじめ、学校生活全般を
通した手話の獲得、手話の学習及び手話によ
る学習に取り組みます。

手話により、様々な学びや体験ができるよ
う、年齢や発達段階に応じた方法及び内容を
用いてコミュニケーション力の向上をめざし
て、手話の学習に取り組みました。

引き続き、聾学校に在籍するろう児が、手話
により、様々な学びや体験ができるよう、自
立活動の時間における指導をはじめ、学校生
活全般を通した手話の獲得、手話の学習及び
手話による学習に取り組みます。

教育委員
会

特別支援
教育課

② 教職員に対する研修の実施
聾学校において、聾学校教職員の手話に関す
る知識や技術の向上を図るため、校内研修会
を実施するとともに、聾学校以外の教職員が
参加できるよう、夏季研修会や公開講座を実
施するなど、計画的な研修を実施します。

・聾学校教職員の手話に関する知識や技術の
向上を図るため、教職員向け手話研修会を12
回実施しました。
・聾学校以外の教職員が参加できるよう、夏
季研修会として「きこえの公開講座」を実施
しました。

・引き続き、聾学校において、聾学校教職員
の手話に関する知識や技術の向上を図るた
め、校内研修会を実施します。
・聾学校以外の教職員が参加できるよう、夏
季研修会や公開講座について、計画的に実施
します。

教育委員
会

特別支援
教育課

① 保護者に対する手話講習会等の実施
聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、
手話に関する学習の機会を確保するため、保
護者を対象とした手話講習会を実施するとと
もに、内容の充実を図ります。また、保護者
への手話に関する相談及び支援を実施しま
す。

聾学校に在籍するろう児の保護者に対して、
手話に関する学習の機会を確保するため、保
護者を対象とした手話講習会を28回実施する
とともに、保護者からの手話の相談について
支援を行いました。

・引き続き、聾学校に在籍するろう児の保護
者に対して、手話に関する学習の機会を確保
するため、保護者を対象とした手話講習会を
実施するとともに、内容の充実を図ります。
・保護者への手話に関する相談及び支援を実
施します。

教育委員
会

特別支援
教育課

① 乳幼児及び保護者を対象とした教育相談
等の実施
聾学校において、聴覚障がいのある乳幼児及
び保護者の手話に関する学習の機会を確保す
るため、乳幼児及び保護者を対象とした教育
相談を通して手話獲得の取組を進めるととも
に、保護者を対象とした手話講習会を実施し
ます。

・聾学校に在籍するろう児の保護者に対し
て、手話に関する学習の機会を確保するた
め、保護者を対象とした手話講習会を28回実
施しました。
・乳幼児の保護者への手話に関する支援とし
て、親子活動や保護者の子どもに対する望ま
しい接し方等について個別の相談を実施しま
した。

引き続き、聾学校において、聴覚障がいのあ
る乳幼児及び保護者の手話に関する学習の機
会を確保するため、乳幼児及び保護者を対象
とした教育相談を通して手話獲得の取組を進
めるとともに、保護者を対象とした手話講習
会を実施します。

教育委員
会

特別支援
教育課

② 聴覚障がいのある乳児、保護者への支援
等
三重県立子ども心身発達医療センターの難聴
児支援部門において、聴覚障がいのある乳児
（０歳児）と保護者を対象とした集団支援の
一環として、保護者への手話学習会を実施し
ます。また、聴覚障がいのある乳幼児への適
切な支援が行えるよう、保健福祉・医療機関
等の職員に対して手話に関する理解の促進を
図ります。

・三重県立子ども心身発達医療センターの難
聴児支援部門において、聴覚障がいのある乳
児（0歳児）の保護者を対象とし、0歳児集団
療育グループ「つくしんぼ」において、6回の
手話学習会を開催しました。
・県内病院及び関係団体に対し、手話に関す
るリーフレットを配布するとともに、研修会
等の機会を活用して周知を行い、手話に関す
る理解の促進を図りました。

三重県立子ども心身発達医療センターの難聴
児支援部門において、手話の普及に努めま
す。

医療保健
部
子ども・
福祉部

医務国保
課
子ども心
身発達医
療セン
ター
子育て支
援課

ろう児等の手話の学習等 【条例第１１条】

【第１１条第３項】
県は、聴覚障がいのある乳児が手話を獲得するための機会を確
保し、及びその保護者に対する手話に関する学習の機会を確保
するよう努めるものとする。

【第１１条第２項】
県は、ろう児が在籍する学校において、ろう児の保護者に対す
る手話に関する学習の機会を確保し、並びに手話に関する教育
に係る相談及び支援を行うよう努めるものとする。

施策の展開
（３）

聴覚障がいのある乳児、保護者への手話学習の機
会の確保

基本的施策
４

条例が規定する内容

施策の展開
（１）

ろう児が在籍する学校での手話教育の環境整備、教
職員の手話技術の向上

施策の展開
（２）

ろう児が在籍する学校での保護者への手話学習の機
会の確保等

【第１１条第１項】
県は、聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒（以下この条にお
いて「ろう児」という。）が手話を獲得し、手話により各教科
等を学習し、及び手話を学習することができるよう、ろう児が
在籍する学校において幼児期から手話の教育を受けることがで
きる環境を整備し、当該学校の教職員の手話に関する技術を向
上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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資料１－１

平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① 障がい者就職面接会における手話通訳者
の派遣
県内各ハローワークが実施する障がい者就職
面接会において、手話通訳者の派遣を行いま
す。

10月の県内の障がい者就職面接会（桑名、四
日市、津、伊勢、伊賀）に、手話通訳者の派
遣を行いました。

県が共催する障がい者就職面接会への手話通
訳者の派遣を行い、開催を支援します。

雇用経済
部

雇用対策
課

② 雇用の分野における手話の使用を含めた
合理的配慮の周知
労働局やハローワークと連携し、様々な機会
を通じ、雇用の分野における合理的配慮の提
供義務等について周知を図るとともに、併せ
て三重県手話言語条例や合理的配慮の一例と
しての手話の使用について周知を図ります。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構による助成金等、障がい者雇用に係
る事業者への支援施策について周知を図りま
す。

5月に管内各ハローワークで開催される企業を
対象とした雇用主説明会（学卒求人説明
会）、8～9月の公正採用研修において、手話
言語条例に関する資料を配布し、企業に周知
しました。

引き続き、労働局等と連携し、雇用の分野に
おける合理的配慮の一例としての手話の使用
について、周知を図ります。

雇用経済
部

雇用対策
課

③ 観光施設等における情報保障の推進
バリアフリー観光を推進するため、関係団体
等と協働し、県内の観光施設、宿泊施設に対
して、手話通訳に係る情報の提供や聴覚障が
いを持つ方々への対応についてアドバイスを
行います。

宿泊施設・観光施設31ヵ所に対し、バリアフ
リー観光に係る実態調査を行うとともに、手
話通訳に係る情報の提供や聴覚障がいを持つ
方々への対応等のバリアフリー観光を推進す
るためのアドバイスを行いました。

・引き続き、宿泊施設・観光施設10ヶ所に対
し、バリアフリー観光に係る実態調査を行う
とともに、手話通訳に係る情報の提供や聴覚
障がいを持つ方々への対応等のバリアフリー
観光を推進するためのアドバイスを行いま
す。
・バリアフリー観光を推進するため、観光ボ
ランティアガイドを対象とした研修会を2回開
催します。

観光局
観光政策
課

④ 福祉サービス事業所等に対する周知の推
進
障害福祉サービス事業所や介護保険サービス
事業所等に対して、ろう者へのサービス提供
時等における、手話の使用に関する合理的配
慮について周知を図ります。

介護保険サービス事業所に対して、厚生労働
省が公表している「障害者差別解消法福祉事
業者向けガイドライン」をホームページで紹
介し、合理的配慮の実施について、周知を図
りました。

引き続き、合理的配慮の実施について、周知
を図ります。

医療保健
部

長寿介護
課

⑤ 「医療ネットみえ」における手話対応可
能な医療機関の周知
医療機関検索サイト「医療ネットみえ」にお
いて、「手話による対応」ができる医療機関
を表示し、周知を図ります。

医療機関に対して、「医療ネットみえ」にお
いて手話対応可能な医療機関が表示される旨
を周知し、手話対応が可能として表示される
医療機関の増加に努めました。

引き続き、医療機関に対して周知を図り、手
話対応が可能として表示される医療機関の増
加に努めます。 医療保健

部
医務国保
課

基本的施策
５

条例が規定する内容

施策の展開
（１）

事業者のろう者へのサービス提供時又はろう者雇用
時における手話の使用に関する合理的配慮への支
援

【第１２条】
県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき又はろう
者を雇用するときにおいて、手話の使用に関して合理的な配慮
を行うための取組に対して、必要な支援を行うよう努めるもの
とする。

事業者への支援 【条例第１２条】
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資料１－１

平成29年度～平成32年度の取組概要 平成29年度の取組実績 平成30年度の取組予定 部局名 課名

① 手話に関する調査研究への協力
ろう者や手話通訳者等の関係団体が行う手話
に関する調査研究の推進及び成果の普及に協
力します。

三重県聴覚障害者協会に設置された手話研究
委員会において、2021年に三重県で開催され
る国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に
おける手話表現の確定に向け、協議が行われ
ました。

引き続き、手話研究委員会にて協議を行って
いきます。

子ども・
福祉部

障がい福
祉課

［数値目標の現状］

計画策定時 現状 平成32年度目標

９２人 ９９人 １２０人

６４４件 ６８５件 ８４０件

５９．４％ ６３．１％ ８０％

－ ２１１４件 ３，４００件

約２００人 ３７６人 １，０００人

 

※１ 平成30年3月31日時点の登録者数

※２ 県と三重県聴覚障害者支援センターの実績の合計値

※３ 手話に触れたり、手話を学んだりしたことのある小学生・中学生・高校生の割合（県キッズ・モニターアンケート）／平成30年1月18日～2月6日実施

※４ 県の手話言語条例ホームページのアクセス数

※５ 平成32年度目標は平成29年度～平成32年度の累計

聾学校における保護者向け講習会の参加者数 ※５

ホームページアクセス数 ※４

手話に触れたことのある子どもの割合 ※３

手話通訳者の派遣件数（県） ※２

登録手話通訳者数（県） ※１

項目

施策の展開
（１）

ろう者及び手話通訳者等が行う手話に関する調査研
究の推進等

【第１３条】
県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行
う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力する
ものとする。

基本的施策
６

条例が規定する内容

手話に関する調査研究の推進 【条例第１３条】

10 / 10 ページ


